
コンビニエンスストア 各種窓口 スマートフォン決済各種窓口

鈴鹿市独自の納付方法

市税の納付方法について

注意
「コンビニエンスストア」及び「スマートフォン決済」については、納付書１枚あたりの金

額が30万円以下で、バーコードが印字されているものに限り利用できます。

※納付可能期間は、納付書記載の納付期限日、またはコンビニエンスストア等取扱期限日までです。

1 口座振替での納付

指定した金融機関の口座から振り替え納付することができます。

各納期限に自動的に引き落とされるため、納付忘れがありません。

申込み 預貯金通帳、通帳の届出印、納付書をお持ちの上、直接市内の

下記取扱金融機関、納税課または各地区市民センターへ

※口座振替の手続きが完了するまで１か月程度かかるため、開始は申込月の翌月以降に

なります。

取扱金融機関

百五銀行、三十三銀行、あいち銀行、北伊勢上野信用金庫

東海労働金庫、三菱ＵＦＪ銀行、ゆうちょ銀行

鈴鹿農業協同組合、東日本信用漁業協同組合連合会（三重県内の店舗に限る）

2 コンビニエンスストアでの納付 3 各種窓口での納付

4 スマートフォンでの納付

対象税目

・市民税・県民税・森林環境税（普通徴収）

・固定資産税・都市計画税

・軽自動車税

領収書が発行されません。

納付書裏面に記載のコンビニエンスストアなど

に納付書をお持ちいただくことで納付できます。

領収書が

発行されます。

納付書裏面に記載の金融機関、納税課窓口ま

たは地区市民センターに納付書をお持ちいただ

くことで納付できます。

領収書が

発行されます。

スマートフォンやタブレット端末で対象のアプリを利用して、

納付書のバーコードを読み取ることで、納付できます。

※詳しくは、各アプリのホームページをご確認ください。

対象のアプリ

PayPay請求書払い 支払秘書

FamiPay請求書支払い PayB

注意

注意 領収書が発行されません。




